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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属材料が導入されるシェル（１３）を有した少なくとも１つの電気炉（１１）と、前
記金属材料（Ｓ）を前記シェル（１３）に装荷する供給手段（１２）とを備えた、溶融プ
ラントの金属材料（Ｓ）を装荷および溶融するための方法であって、
前記装荷および溶融する方法は、
　前記供給手段（１２）によって前記金属材料（Ｓ）を前記シェル（１３）に装荷するス
テップと、
　前記金属材料（Ｓ）を溶融させる装荷および溶融する溶融ステップと、
　溶融金属材料が出湯される出湯ステップとを、少なくとも含み、
　前記装荷ステップの間、少なくとも、出湯の前に前記炉に含まれており、溶融サイクル
の終わりに出湯される溶融した材料の全体量の２５％～４５％の固体材料の最初の蓄積物
（３０）を前記シェル（１３）内部で生成するように、前記金属材料（Ｓ）を、前記シェ
ル（１３）内部に装荷する第１の装荷サブステップ（３１）と、
　少なくとも、次の第２の装荷および溶融サブステップ（３２）であって、徐々に形成さ
れるメタルバス内部で、前記最初の蓄積物（３０）を定める前記金属材料（Ｓ）の量と実
質的に等しい、前記金属材料（Ｓ）の固体の量を保持するために、
前記第２の装荷および溶融サブステップにおいて電気炉（１１）に装入される金属材料の
供給量（Ｑ）が、溶融される金属材料の量に実質的に対応するよう、制御デバイス（２７
）によって、シェル（１３）におろされる前記金属材料（Ｓ）の供給量（Ｑ）を減少させ
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る、第２の装荷および溶融サブステップ（３２）と、
　炉に存在する全ての金属材料を完全に溶融させ、全ての固体塊が溶融すると出湯ステッ
プを実行するために、装荷プロセスが止まるまで、供給量を更に減少させる第３のサブス
テップ（３３）と、が設けられていることを特徴とする方法。
【請求項２】
　少なくとも前記第１の装荷サブステップ（３１）と前記第２の装荷および溶融サブステ
ップ（３２）との間および／またはこれらのサブステップの際に、
燃焼型補助加熱エネルギー供給手段（２０）によって、補助熱エネルギーが供給されるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記補助加熱エネルギー供給手段（２０）が、前記蓄積物（３０）を加熱するために、
固体材料（Ｓ）の前記蓄積物（３０）近くに配置されることを特徴とする、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記蓄積物（３０）を決定する金属材料の前記量が、出湯される液体金属の全体の量の
３０％～４０％であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の装荷サブステップ（３１）の供給量（Ｑ）が５０（ｋｇ／ｍｉｎ）／ＭＷ～
１５０（ｋｇ／ｍｉｎ）／ＭＷであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の装荷および溶融サブステップ（３２）の供給量（Ｑ）が実質的に一定であり
、７５（ｋｇ／ｍｉｎ）／ＭＷ～８５（ｋｇ／ｍｉｎ）／ＭＷであることを特徴とする請
求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記出湯ステップの直後に、前記金属材料（Ｓ）を前記シェル（１３）におろす前記ス
テップが行われることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記供給手段（１２）が前記シェル（１３）の側部かつ、上方に配置され、そして、前
記供給手段（１２）の供給が行われる高さに近い高さに移動するよう、蓄積物（３０）の
前記金属材料の塊を配置することを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記出湯ステップの間に、前記溶融材料は、内部に次の溶融ステップのために液体材料
の一定のレベル（Ｈ）を残して、前記シェル（１３）から出され、前記レベル（Ｈ）を定
める液体材料の量が液体金属の全体量の１０％～２５％であることを特徴とする請求項１
～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　金属材料が導入されるシェル（１３）を有する電気炉（１１）と、前記金属材料（Ｓ）
を前記シェル（１３）に装荷する供給手段（１２）を備えた、請求項１記載の方法により
金属材料（Ｓ）を溶融するためのプラントであって、
前記プラントは、
前記シェル（１３）内部の固体材料の最初の蓄積物（３０）をまず決定し、その後、徐々
に形成されるメタルバス内部で、前記最初の蓄積物（３０）を定める金属材料（Ｓ）の量
に実質的に等しい前記金属材料（Ｓ）の固体塊の量を維持するために、
前記供給手段（１２）の供給量Ｑを調整する制御デバイス（２７）をさらに備え、
前記炉はまた、前記シェル（１３）を覆うための前記炉とは分離する被覆要素（１５）と
、前記シェル（１３）と前記被覆要素（１５）との間に配置されるパネル（２２）とを備
え、
前記パネル（２２）には前記供給手段（１２）が配置可能な開口（１７）が設けられてお
り、
前記シェル（１３）は深さ（Ｄ）を有し、
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前記開口（１７）は、前記シェル（１３）の深さ（Ｄ）の０．３～３倍の所定の高さ（Ｆ
）だけ、パネル（２２）の下部端（２８）から距離をおいて作られる、プラント。
【請求項１１】
　補助加熱エネルギー供給手段（２０）が、少なくとも固体材料の前記蓄積（３０）を加
熱するために、前記シェル（１３）と連動されていることを特徴とする請求項１０に記載
のプラント。
【請求項１２】
　前記補助加熱エネルギー供給手段（２０）が前記金属材料（Ｓ）をおろす区域の近くで
あり、出湯の前に達する液体金属のレベルより少し高い位置に配置されることを特徴とす
る、請求項１１に記載のプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アーク溶融炉に対して、スクラップ等の金属装入物および非鉄材料を供給す
る手段を備える溶融プラントの金属材料を溶融させる方法に関する。本発明はまた、この
方法を採用する溶融プラントにも関する。
【０００２】
　本発明は、実質的に連続して装荷を行い、金属装入物を溶融させる方法に適用される。
【背景技術】
【０００３】
　金属装入物を供給する手段に連動するアーク炉を備え、連続装荷するタイプの金属材料
の溶融のためのプラントは既知であり、それは、電気炉の壁またはケーシングに作られた
側面の開口部を介して金属装入物が供給される。
【０００４】
　電気炉は、少なくとも容器またはシェル（側面に開口部が通常作られる）と、上を覆う
天井を備える。電極は、天井の孔を介して配置されおよび／または導かれる。
【０００５】
　連続供給手段は、装入物を前方に進める振動タイプであり、そして一方の電気炉と、も
う一方のスクラップ装荷システムとを連動させるものである。
【０００６】
　上記供給手段は、例えば炉内部の金属装入物の分布が、等しく、規則的に、そして均一
になるように上記供給手段を炉内の異なる場所に移動させる移動手段と連動することも可
能である。
　特に、供給手段の端部は、例えばスクラップの連続装荷の際には炉の内壁と面一に配置
され、そして、例えば出湯ステップの際には、液体金属を出湯するように炉が傾けられる
が、相互の干渉問題を防ぐためにそこから遠ざけるという解決策が公知である。
【０００７】
　炉へ、稼働開始時の最初の装荷を行うために、連続装荷タイプでは、サイクルの開始時
に炉の底部に多くの金属材料を溶融させるために、バスケットを使用して装荷するシステ
ムが通常用いられることが知られている。この固体塊が完全に溶融すると、供給手段が配
置され、そして、スクラップを炉に装荷する連続工程が開始される。通常、バスケットを
用いた材料の導入量に関しては、いわゆる「ホットヒール（ｈｏｔ　ｈｅｅｌ）」（すな
わち、出湯の後も、常に容器またはシェルに保たれる液体金属の量）を定める必要がある
。
【０００８】
　連続して装荷を行う従来の方法では、ホットヒール（ｈｏｔ　ｈｅｅｌ）の材料の量は
、出湯の前に炉に含まれる液体金属の約５０％とすることが知られている。これにより、
出湯後に溶融ステップを素早く開始させることが可能となるが、炉の内壁に内張した耐火
材に、広範囲にわたって磨耗が生じるのが難点である。
【０００９】
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　鋳造から次の鋳造までの間の時間は、タップツータップ「ｔａｐ－ｔｏ－ｔａｐ」と呼
ばれることが知られている。タップツータップ時間において、電力が供給されるステップ
（以降「電源オン」状態とする）、および、電力が供給されない非運転ステップ（「電源
オフ」状態とする）が設けられている。これらのステップは、炉に材料を積み降ろすモー
ドと相関している。
【００１０】
　内部の金属装入物の量は、通常、電気炉内部のスクラップの溶融の程度と相関している
。
【００１１】
　特に、従来より用いられている既存技術について、図１のグラフに示すように、装荷さ
れる固体塊の量は、溶融する固体材料の量に実質的に等しくなる。このように、液体内に
は、各状態において、溶融する固体塊が少量存在する。
【００１２】
　溶鋼のバスは、１５６０℃以上の温度に保たれる。
【００１３】
　出湯ステップの前に、溶鋼のバスは、次の出湯作業を可能にするために１６００℃～１
６５０℃の温度に設定される。このような温度では、溶鋼は、内在する高濃度酸素による
高い反応性、および内部で起こる大きな対流による激しい乱流を有する。
【００１４】
　これら２つのパラメータにより、電気炉の耐火性の壁に大きな摩耗が生じ、結果として
頻繁な保守の介入が必要とされ、そしてライニング（内張）の耐久期間を縮める。
【００１５】
　鋼のバス内部に酸素と反応する反応物質を加える「キリング」方法（すなわち脱酸）に
より、溶鋼の反応性は低くなる。
【００１６】
　化学反応を完了させるために、鋼のバス内部の反応物質の導入には、一定の反応時間が
必要となる。この時間間隔の間に、炉の耐火壁の浸食および腐食が進む。
【００１７】
　溶鋼を維持する高温は、指数的に化学反応を進行させるが、炉を覆う耐火物が大幅に劣
化するという難点がある。
【００１８】
　また、炉の壁に配置され、そして、炉に導入されるスクラップの装入物を加熱する、補
助エネルギー供給手段（例えば可燃性のガスバーナ等）を使用することも知られている。
【００１９】
　高速で酸素を注入し、スラグ層を貫通し、溶融金属まで入り込み、そして、鉄の合金の
酸化発熱反応により、バスへの熱エネルギー供給を増加させるため、エネルギー供給手段
を適切に配置することも可能である。
【００２０】
　しかしながら、エネルギー供給手段は、例えば非常に高い温度、スラグおよび／または
溶融金属のはねといった、悪化を招く要因に対して、エネルギー供給手段の損傷を防止す
るために、メタルバス（金属槽）から一定の距離をおいて配置されなければならない。こ
れは、効率が損なわれることを意味する。
【００２１】
　さらにまた、エネルギー供給手段の炎は、平坦なバスで機能するプロセスと連動すると
き、非常に収率が低くなる。さらに、大きな乱流を伴う炎の作用により、スラグで保護さ
れるバスの表面で、溶融の間の正しい冶金の実行を変えることがある。
【００２２】
　サブマージドアーク炉の鉄のくず鉄を溶融させる方法を開示する。サブマージドアーク
を伴う技術において、アークは、電極とバスとの間で起こるが、電極と金属装入物間では
起こらない（上述の炉において起こる）。
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さらに、サブマージドアークを有する炉は、酸化物または鉄合金（鋼以外）を得るために
のみ用いられる（特許文献１）。
　さらに、米国特許第５６５４９７６号は、耐火物の摩耗を減らすためのいかなる手段も
提供せず、いずれにせよ、全く異なったアプローチが必要になる。なぜなら、上述のとお
り、サブマージドアークを使用する技術は、「覆いのない」アークの技術と全く異なる要
件が必要となるからである。
【００２３】
　米国特許第６６９３９４８号は、溶融する鋼を出湯した後でさえ、炉および予熱シャフ
トに、ある量の装入物を保持するような、冷鉄源をアーク溶融するための装置および方法
を開示する特許文献２。しかしながら、この特許で開示される解決策には、スクラップか
らなる低温の装入物が、溶鋼の出湯の間も保持されるという難点がある。このことは、ス
クラップを伴う溶鋼を汚染するという欠点を有し、溶融物の慎重な冶金の制御が実効でき
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２４】
【特許文献１】米国特許第５６５４９７６号
【特許文献２】米国特許第６６９３９４８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　本発明の１つの目的は、効率的であり、そして溶融に必要な電力の最適化および低減を
可能にする、金属材料を溶融する手段およびその設備を完成させることである。
【００２６】
　本発明の別の目的は、溶融金属のバスからの熱エネルギーの損失を減少させることであ
る。
【００２７】
　本発明の別の目的は、プラント全体の生産性を改善するという利点を生かしながら、電
気炉の壁の摩耗の影響、それ故その先にある保守介入を減少させることである。
【００２８】
　本発明の別の目的は、効率の良い、電気以外の代替および補助的パワーの使用を可能に
することである。
【００２９】
　出願人は、従来技術の欠点を克服し、これらおよび他の目的ならびに利点を得るために
、本発明を考案、検証および実施した。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　本発明は独立クレームにおいて記載され、そして特徴づけられ、その一方で従属クレー
ムは他の本発明の特性、または主要な発明の着想に対する変形例を記載する。
【００３１】
　上記の目的に従い、本発明による金属材料を溶融させる方法は、金属材料（例えば様々
なサイズのスクラップ）が導入される容器またはシェルを有する電気炉、および、場合に
より連続的に金属材料をシェルに装荷する供給手段を備える溶融プラントにおいて、実行
される。
【００３２】
　その方法は、供給手段によってシェルに少なくとも金属材料を、場合により連続して装
荷するステップと、金属材料が溶融する溶融ステップと、金属材料が出湯される次の出湯
ステップとを含む。
【００３３】
　本発明の特徴によれば、溶融ステップにおいて、
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　金属材料が、単位時間当たりの質量換算で、高い供給量で装入物がシェル内部へ導入さ
れ、それに応じた多くの固体の金属蓄積物がシェル内に生成される、第１のサブステップ
と、
　徐々に形成される液状のバス内部で、固体塊の量は、実質的に上記蓄積物を構成する金
属材料の量と同じに維持されるように、シェル内に降ろされる金属材料の量が調整される
、第２のサブステップと、が設けられている。
【００３４】
　特に、供給手段は、装荷される金属材料の量を調整するのに適した制御デバイスによっ
て制御される。
【００３５】
　このように、各時点で溶融した金属材料の金属材料の内部および／またはそれに融合し
て、従来の方法よりも、液温を低温に保つ、所定のおよび所望の量の固体材料が存在し、
対流による溶融金属の不安定現象を制限する。
これにより、シェルの壁の摩耗を大幅に減少させ、それに伴い、状態を元に戻すための保
守作業の頻度も減少させる。
【００３６】
　さらにまた、溶融金属の温度を抑えることにより、反応度を減少させるキリング処理が
鋼に対して実行可能である。このようにして、更にシェルの壁の摩耗を減少させ、得られ
る鋼の質を改善することが可能である。
【００３７】
　他の特徴によれば、蓄積物を決定する固体金属材料の量は、出湯される溶融材料の全体
量の２５％～４５％である。
【００３８】
　有利な変形例において、蓄積物を決定する固体金属材料の量は、３０％～４０％、好ま
しくは３２％～３８％である。
【００３９】
　他の特徴によれば、供給手段は、シェルの側部かつ、上方に配置され、そして、蓄積物
を決定する金属材料は、供給手段の供給が行われる高さに近い高さに配置される。特に、
供給手段は、金属装入物を供給するために、位置決め手段によって、シェルの一端に近接
して設置された振動手段と連動するコンベア（搬送装置）を備えても良い。
【００４０】
　シェルにおいて、蓄積物は、各時点において溶融する材料のレベル（液面レベル）から
突出するものである。
【００４１】
　他の特徴によると、溶融シェルが最大装荷状態に達するとき、第３のサブステップが設
けられる。そのステップでは、止まるまで、供給量を減少する。すなわち、炉に存在する
すべての金属材料が完全に溶融するように装入プロセスを停止する。
【００４２】
　全部の固体塊が溶融した場合にだけ、出湯の処理が実行され、固体スクラップによるコ
ンタミネーション（混入）を確実に防ぎ、鋼の優れた治金の制御を確実にする。
【００４３】
　またこの方法により、シェルからの溶融材料の出湯ステップの際には、一定のレベルの
溶融材料が残され（別名ホットヒール（ｈｏｔ　ｈｅｅｌ））、素早く次の溶融ステップ
を再開できるようにする。
【００４４】
　従来技術における通常のホットヒール（ｈｏｔ　ｈｅｅｌ）のレベルとは異なり、それ
は実質的に半分となり、特に、出湯ステップの前にシェルに存在する溶融材料の１０％～
２５％となる。これにより、プラントの全体の生産性を向上させる。
【００４５】
　変形実施例によれば、少なくとも第１のサブステップと第２のサブステップとの間およ
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び／またはこれらのサブステップの際に、例えばガスバーナーのような、燃焼型加熱手段
による、補助熱エネルギーが設けられている。このようにして、更に金属材料を溶融させ
るための熱エネルギーを増加させることができる。
【００４６】
　他の変形実施例によれば、エネルギー供給手段は、ちょうど炉に降ろされる金属材料の
温度を上昇させるために、固体材料の蓄積物付近に配置される。この特定の配置により、
エネルギー供給手段の炎を導いて、その効率的な加熱を提供するように、金属材料の蓄積
物に直接接触させる。さらにまた、金属材料の蓄積物は、生じ得る跳ね上げ（スプラッシ
ュ）や、エネルギー供給手段に悪影響を与えかねない溶融材料の高温に対するバリア（保
護壁）として機能する。これにより、実用寿命を延ばし、エネルギー供給手段の保守介入
を減少させる。
【００４７】
　本発明は、また、上記のように金属材料を溶融させる方法を実行するプラントにも関す
る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
　本発明のこれら及び他の特徴は、添付の図面を参照して非限定的な実施例として与えら
れ、実施例の優先される形の以下の説明より明らかになる。
【図１】上述の従来技術の方法を用いた、連続装荷溶融炉の機能的パラメータのトレンド
を示すグラフである。
【図２】本発明に記載の方法を用いた、連続装荷溶融炉の機能的パラメータのトレンドを
示すグラフである。
【図３】溶融プラントの断面の概略図である。
【図４】図３の概略平面図である。
【図５】本発明に記載の方法を使用するプラントの部分的な図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　理解を容易にするために、可能なかぎり、図面中の同一の共通の要素を識別するために
、同じ参照番号が使用されている。
【００５０】
　図３～図５において、金属材料の溶融プラントは、参照番号１０として全体が表示され
、そして、少なくとも、例えば、スクラップＳ（図３）といった金属装入物を供給し、一
定の移送軸Ｚに従って移動するのに適している供給手段１２を有するアーク炉１１を含む
。
【００５１】
　スクラップＳは、供給手段１２上に既知の方法で装荷され、大きく変更も可能であるが
一定のサイズを有する。
【００５２】
　炉１１は、その主要部分において、容器またはシェル１３、およびシェル１３の上部に
かつ覆うように配置された天井１５を備える。
　３つの孔が天井１５に形成されており、３つの電極１６を収納および／または配置し、
それらはシェル１３に存在する金属装入物にアークを生成するのに適したものである。
【００５３】
　天井１５および電極１６（図５）は、互いに独立して、天井１５および電極１６を持上
げるのに適した、持上げおよび回転デバイス２４と連動する。
【００５４】
　溶融ステップの際に達する高温と、反応性の高い環境に耐えるため、シェル１３（図５
）は、それぞれが耐火材でできている、底部またはソール３６、および外側壁３７（直立
壁（ｕｐｒｉｇｈｔ）とも呼ばれる）を備えている。
【００５５】
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　シェル１３は、そこに収容可能な、液体金属および場合によってはスラグの最大量を決
定する深さＤ（図５）を有する。
【００５６】
　シェル１３（図５）は、支持体（図示されない）に取付けられ、そして、駆動手段２８
が、一定の回転軸Ｃを中心にしてシェル１３を回転させるために設けられている。
【００５７】
　回転軸Ｃは、実質的に、供給手段１２の移送軸Ｚと整列するか、またはすぐ近くに配置
される。
【００５８】
　また、上記炉１１はパネル２２を備え、パネル２２の下端部は、シェル１３の上端部の
上に載っている。パネル２２は、実質的にシェル１３の壁に沿って延伸し、そして、その
上に、シェル１３を閉じるために、天井１５が配置されている。
【００５９】
　シェル１３およびパネル２２は、共通の接続端部に近接して、熱分散および／またはガ
ス漏れを防止するのに適した密封手段（図示されない）を備える。
【００６０】
　スクラップＳを供給するために、パネル２２は、供給手段１２が配置される開口部１７
を備えている。
【００６１】
　炉１１が通常動作している際には、供給手段１２は、パネル２２およびシェル１３の壁
と実質的に面一にそれらの搬出端部が配置されている。
【００６２】
　パネル２２の高さは開口部１７自体と相関しており、そして、それは、供給手段１２ま
たは供給手段１２によって供給されるスクラップＳの供給量によって、大きさが設定され
る。また、パネル２２の開口部１７の構造および配置は、鋳造プロセスの間にシェル１３
が受ける動きに関連して、決定される。
【００６３】
　より詳しくは、シェル１３の回転軸Ｃと供給手段１２の移送軸Ｚとが、整列または実質
的に整列する条件を考慮して、開口部１７の配置が定められる。
【００６４】
　この条件により、供給手段１２を後退させる必要なく、溶融金属の出湯またはスラッギ
ングの実行が可能となる。そうすると、出湯が終わるとすぐに、アークのスイッチが入る
のを待つ必要なく装荷作業を開始できるので、処理時間を短縮できる。
【００６５】
　特に開口部１７は、パネル２２の下端部２８から距離をおかれ、いくつかの実施例にお
いては、その距離は、シェル１３の深さＤの０．３～３倍、好ましくは０．５～１．５倍
、より好ましくは０．５～２．５倍の一定の高さＦである。
【００６６】
　高さＦに含まれるパネル２２の部分は、供給手段１２（今後更に詳細に記載）によって
装荷されるスクラップＳを収容する機能を有する。
【００６７】
　熱交換手段（この場合は、冷却パネルなどのチューブの束を有する交換器）は、高温で
あってもそれらの機械抵抗を保証するために、パネル２２および天井１５に連結している
。
【００６８】
　シェル１３の回転軸Ｃと供給手段１２の移送軸Ｚとが前記整列条件となるように、供給
手段１２は、出湯およびスラッギングの際に、干渉することなく、シェル１３を回転させ
るのに適した構造となっている。
【００６９】
　特に、供給手段１２（図３～５）は、後述の処理パラメータに従って選択的に変わる、
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一定の供給量Ｑで、シェル１３に向かって前方にスクラップＳを移動させる振動タイプの
コンベヤ１４を備える。
【００７０】
　コンベヤ１４は、平坦な底部４０を有する実質的に台形の移送部を有し、そして、スク
ラップＳが積み降ろされる端部は、開口部１７（図５）の下端部から、一定の距離Ｅをお
いて配置される。
【００７１】
　実施例の他の形において、上記底部４０は、スクラップＳを収容する表面に向かって凹
面でもよい。
【００７２】
　さらに、コンベヤ１４の末端部は、振動デバイス２３（図５）および位置決めデバイス
２５（部分的に図面に示される）によって操作されるトロリーに取付けられる。
【００７３】
　位置決めデバイス２５（この場合油圧アクチュエータ）は、シェル１３にスクラップＳ
を積み降ろすためにパネル２２の開口部１７へ、そして開口部１７から、トロリー、およ
びそれとともにコンベヤ１４を移動させるのに適している。
【００７４】
　コンベヤ１４を、炉１１へ、そして炉１１から水平方向に移動させることが可能であり
、コンベヤ１４は常にシェル１３に対して同じ高さに位置する。
【００７５】
　コンベヤ１４、もしくは振動デバイス２３は、運転制御デバイス２７（図３）により制
御されており、シェル１３へ運搬され、その中に導入されるスクラップＳの供給量Ｑを調
整するのに適する。
【００７６】
　実施例の他の形において、例えばベルトコンベヤといった他の種類の供給手段を設けて
も良い。
【００７７】
　補助エネルギー供給手段２０（この場合バーナー）は、更なる熱エネルギーを供給する
機能を備え、下部端２８と開口部１７の下部端との間で、パネル２２に取付けられる。
【００７８】
　特に、バーナー２０（図４）（この場合４個）は、スクラップＳが降ろされる側付近の
パネル２２に結合されて、実質的に高さＦの中心線の近くに配置される。
【００７９】
　また、酸素吹込手段２１あるいはランスが、既知の方法で設けられ、液体の組成物から
不要な元素を除去するために、鋼のバスに酸素を注入することができる。
【００８０】
　本発明による溶融法は、プラント１０を開始させるステップを有し、そのステップでは
、供給手段１２が炉１１に装荷し、シェル１３の底部またはソール上に均等にスクラップ
Ｓを配置する。
【００８１】
　上記開始ステップは、従来技術で説明したバスケットを使用して実行することも可能で
ある。この場合、天井１５および電極１６は、シェル１３に対して上昇し、横方向にずれ
て、バスケットが到達できるようにする。
【００８２】
　その後、（図３および４）、天井１５がシェル１３を閉じるために用いられ、電極１６
が位置決めされて、天井１５に作られた孔を介して挿入され、そして、金属装入物の溶融
が開始し、溶融金属のホットヒールの一定の液面レベルＨ（図３）を形成する。この場合
、そのレベルは、タップツータップ間で連続的に維持されるホット－ヒールの液面レベル
Ｈに、実質的に等しい。
【００８３】
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　プラント１０が通常の作動状態に達するとき、出湯と次の出湯との間の、シェル１３内
のホットヒール（ｈｏｔ　ｈｅｅｌ）Ｈのレベルは、出湯前の液体金属の総量の約１０％
～２５％の範囲に維持される。
【００８４】
　プラント１０を同じ生産能力（この場合約１３０ｔ／ｈ）とし、従来技術を示すグラフ
（図１）と本発明により得られたグラフ（図２）とを比較すると分かるように、ホットヒ
ール（ｈｏｔ　ｈｅｅｌ）Ｈのレベルは実質的に半分となり、その結果、生産性を向上す
る。
【００８５】
　溶融金属の出湯ステップの後（すなわち出湯ステップの直後に）、本発明の方法は、ス
クラップＳの連続装荷のステップ、電極１６に電力を供給（電源オン状態）する、同時ま
たは少なくとも一部同時のステップ、それゆえ結果的に金属装入物を溶融させるステップ
を提供する。
【００８６】
　供給手段１２が、出湯またはスラッギングステップの間も、作動位置にそのまま維持さ
れる実施例の形において、そして、これらのステップの１つが終わるとすぐに、供給手段
１２は炉１１への供給を直ちに再開することができ、故に、電源オン状態に先行する。
【００８７】
　金属装入物の溶融を完了するために、電力の供給は中断され、電源オフ状態となり、そ
して、出湯または鋳造ステップが設けられる。
【００８８】
　これらのステップの際、まず初めに第１のサブステップ３１が設けられ（図２）、そし
て、少なくとも開口部１７付近に、スクラップＳの固体塊の蓄積物３０を作り出すよう、
スクラップＳ（図３および４）が、シェル１３内部に高い供給量で装荷される。
【００８９】
　蓄積物３０は、開口部１７に近い高さになる固体材料の塊であり、ほぼコンベヤ１４の
底部４０と同一平面になる。
【００９０】
　第１のサブステップ３１においては、供給手段１２は、具体的なスクラップの供給量、
約５０（ｋｇ／ｍｉｎ）／ＭＷ～約１５０（ｋｇ／ｍｉｎ）／ＭＷ、好ましくは約１００
（ｋｇ／ｍｉｎ）／ＭＷ）で、炉１１に供給する。
【００９１】
　ほんの一例として、約６０ＭＷの公称電力を有する炉１１において、スクラップＳの供
給量Ｑは、約３０００ｋｇ／ｍｉｎ～約９０００ｋｇ／ｍｉｎ、好ましくは６０００ｋｇ
／ｍｉｎ～約７０００ｋｇ／ｍｉｎ、である。
【００９２】
　スクラップＳの供給量Ｑは、電源オンとオフの間（この場合約６分）は、約１０％～２
０％（好ましくは約１３％～１７％）に維持される。
【００９３】
　スクラップＳの供給量Ｑは、コンベヤ１４と連動する運転制御デバイス２７によって調
整される。
【００９４】
　この第１のサブステップ３１と同時、その間、若しくはその後に、金属の溶融が始まる
（電源オン状態）。図２に示す実施例では、金属の溶融は、第１のサブステップ３１から
約２分遅れて始まる。
【００９５】
　第１のサブステップ３１の後、第２のサブステップ３２が設けられており、そして、そ
の間、コンベヤ１４によって導入されるスクラップＳの量に実質的に応じて、電極１６に
金属を溶融させるために、スクラップの供給量Ｑが減少する。
【００９６】
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　第２のサブステップ３２の間、スクラップＳの供給量Ｑは、後に出湯される液体金属の
全量の２５％～４５％（好ましくは３０％～４０％、さらにより好ましくは約３２％～約
３８％）のスクラップの固体塊の量が、鋼の液体バス内で維持されるように、調整される
。
【００９７】
　スクラップＳの具体的な供給量は、約７５（ｋｇ／ｍｉｎ）／ＭＷ～約８５（ｋｇ／ｍ
ｉｎ）／ＭＷで、実質的に一定に保たれる。ほんの一例として、約６０ＭＷの公称電力を
有する炉１１で、スクラップＳの供給量Ｑは、約４５００ｋｇ／ｍｉｎ～５０００ｋｇ／
ｍｉｎである。
【００９８】
供給されるスクラップの量と溶融する固体塊の量とが平衡する状態が、電源オンとオフと
の間（この場合約１３分）の、約１０％～２０％、好適には約１３％～１７％、の間、維
持される。
【００９９】
　溶鋼に含まれる固体塊は、畜熱器（「熱はずみ車」とも呼ばれる）として機能し、そし
て、すでに溶融している鋼を、従来技術で達成している温度より低い温度で保つことがで
きる。
【０１００】
　溶融した鋼を低い温度で保つと、シェルの壁の摩耗現象を低減するようバスを安定した
状態に保ち、それ故、回復させるための保守作業の頻度を減少する。
【０１０１】
　その後、炉の装荷が最大値近くに達するとき、第３のサブステップ３３（図２）におい
て、スクラップの供給量Ｑを減少させ、この場合最初に半分に、その後、実質的に中断さ
れるか、そうでなくても最小値に保たれる。このようにして、液体に存在する全ての固体
塊は、溶融される。
【０１０２】
　第３のサブステップ３３終了後、装荷は完全に停止され、そして、固体金属全てが液状
となる。
【０１０３】
　既知の方法では、第３のサブステップ３３の間、もしくはその後に、溶融金属のバスの
所望の熱的、および化学的特性を確定するために、溶鋼を過熱するステップも設けられて
いる。
【０１０４】
　第１のサブステップ３１と第３のサブステップ３３との間、もしくはこれらのサブステ
ップ中に、バーナー２０を使用した、補助熱エネルギーの供給も設けられている。
【０１０５】
　バーナー２０はパネル２２と結合しているので、スクラップＳの蓄積物３０から近い位
置で、直射的な炎で直接スクラップＳを加熱する。
【０１０６】
　さらにまた、スクラップＳの蓄積物３０は、少なくとも第２のサブステップ３２間、実
質的に一定の高さであり、これにより、もしものハネ、または、高温の液体金属に対する
バリアとして機能し、結果として実用寿命を延ばし、更に固体の蓄積物３０にバーナー２
０を近づけることを可能にする。この全ては、それぞれ、必要とされるバーナー２０のメ
ンテナンス回数を減少させ、バーナー２０の効率を上げるという利点がある。
【０１０７】
　第２および第３のステップの間、上記機能を備えた酸素注入作業、酸化鉄の産出を抑え
るために炭素を供給する作業、および、スラグの組成物を改質して、脱燐プロセスを可能
にするためにライムおよびマグネサイトを供給する作業が行われる。
【０１０８】
　さらにまた、少なくとも第２および第３のステップ間、スラグの量を増加させるために
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添加物が加えられる（別名スラグフォーミング）。それにより、金属バスが酸化するのを
保護し、更に溶融バスや電極１６の、アークによって発生する輻射エネルギーを遮断する
効果が得られる。
【０１０９】
　第３のステップ終了後、電力の供給は、中断され（電源オフ状態）、シェル１３の傾斜
（別名チルティング）によって溶融した鋼を出湯するステップがある。
【０１１０】
　そこに残されるホットヒール（ｈｏｔ　ｈｅｅｌ）Ｈが、上で特定された一定のレベル
となるまで、出湯ステップはシェル１３を回転させる。
【０１１１】
　実行するプロセスに応じて、出湯ステップと反対方向にシェル１３を回転させ、出湯ス
テップ中かその前に、スラグ除去（別名スラッギング）を実行することも可能である。こ
れに対して、シェル１３がスラッギングのために回転するのではなく、スラグをシェル１
３に保持するために反対側に傾けられる場合、本発明の炉１１は、スクラップＳを装荷す
るために使用する開口部１７からあふれ出ないので、より多くの容量のスラグを保持する
のを可能にする。
【０１１２】
　一旦出湯作業が終了すると、出湯口は閉じられ、そして、シェル１３は回転により平常
位置に戻される。
【０１１３】
　この最後の作業の間、コンベヤ１４がシェル１３内部でその位置のままであるならば、
スクラップＳの装荷をすぐに、従って出湯動作の直後に、開始することが可能である。こ
れにより休止時間を大幅に減少し、ホットヒール（ｈｏｔ　ｈｅｅｌ）の鋼にキリングア
クションを実施するのを可能にする。
【０１１４】
　本発明の分野および範囲を逸脱しない範囲で、これまで記載されているような、金属材
料を溶融させる方法に対して、部品を変更および／または追加することが可能であるのは
明白である。
【０１１５】
　本発明について、いくつかの具体例に関して記載したが、当業者ならば、請求項にて説
明するような特性を有する、金属材料を溶融させる方法の、他の多くの同等な形態に確実
に到達することが可能であることは明白であり、それ故、すべてがここに定義される保護
範囲となることも明白である。
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